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資料

〔地域のイメージ図〕〔地域のイメージ図〕
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〔〔〔〔地域包括ケアビジョンの方向性地域包括ケアビジョンの方向性地域包括ケアビジョンの方向性地域包括ケアビジョンの方向性〕〕〕〕

「圏域単位で予防・医療・介護・生活支援・住まいの「圏域単位で予防・医療・介護・生活支援・住まいの「圏域単位で予防・医療・介護・生活支援・住まいの「圏域単位で予防・医療・介護・生活支援・住まいの5555つの要素が一体つの要素が一体つの要素が一体つの要素が一体

的に提供されるもの」的に提供されるもの」的に提供されるもの」的に提供されるもの」

これまでのつながりや関係を大切にし、本人や地域の力を活かし、暮らしを継続するために、「本人主

体」と「住民主体」を基本的考えとし、地域ごとのグランドデザインを描くこと

“地域で暮らす”を念頭に、地域特性を踏まえ、住民“地域で暮らす”を念頭に、地域特性を踏まえ、住民“地域で暮らす”を念頭に、地域特性を踏まえ、住民“地域で暮らす”を念頭に、地域特性を踏まえ、住民

一人ひとり・事業者・行政の協働により、自分たちの一人ひとり・事業者・行政の協働により、自分たちの一人ひとり・事業者・行政の協働により、自分たちの一人ひとり・事業者・行政の協働により、自分たちの

暮らしや地域を守っていく・支えあっていくことが必暮らしや地域を守っていく・支えあっていくことが必暮らしや地域を守っていく・支えあっていくことが必暮らしや地域を守っていく・支えあっていくことが必

要！要！要！要！

「住民主体」「住民主体」「住民主体」「住民主体」

「自分たちのまちは自分たちで」をモットーに、自らの決定に責任をもち、住民、行政、事業者が

協働し、支え合える地域づくり

「本人主体」「本人主体」「本人主体」「本人主体」

私らしくあり続けることを大切にし、共に考え、認め合うことができるまち

庁内横断

ワーキング

『シニア活動応援事業』

検討会の設置

【協議内容】

・シニア活動(インフォーマ

ル活動）の現状と課題整理

・既存資源の効果的な活動

方法の検討

・新たな地域課題に対する

取組や生活支援サービス

の検討

モデル地区(3箇所）

「山代」「山中」「動橋」

・地域のことは地域で解決

できるに必要なこととは・・・

・地域でテーマを決めて取

り組む

・地域代表者

・民間企業・事業者

・住民

・行政 等

・地域で解決できない課題

・地域の取組状況や実態

報告

モデル地区担当としての支援 検討会の設置と運営

連動

【地区単位】

地域のことは地域で解決でき

る仕組みづくり（住民主体のま

ちづくり）

【市全域】

各課共通の課題に対する取組

地域の福祉力を向上させていく取組について
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官民協働による住民主体の生活支援サービスのあり方官民協働による住民主体の生活支援サービスのあり方官民協働による住民主体の生活支援サービスのあり方官民協働による住民主体の生活支援サービスのあり方

（高齢者のケース）（高齢者のケース）（高齢者のケース）（高齢者のケース）

軒
下

社会保障社会保障社会保障社会保障

サービスサービスサービスサービス

市独自市独自市独自市独自

サービスサービスサービスサービス

官民協働による官民協働による官民協働による官民協働による

住民主体の住民主体の住民主体の住民主体の

生活支援サービス生活支援サービス生活支援サービス生活支援サービス

ボランティア活動ボランティア活動ボランティア活動ボランティア活動

地区単位地区単位地区単位地区単位

による支援による支援による支援による支援

ご近所・友人等ご近所・友人等ご近所・友人等ご近所・友人等

による支援による支援による支援による支援

本人の自助本人の自助本人の自助本人の自助

マイセルフケアの向上マイセルフケアの向上マイセルフケアの向上マイセルフケアの向上

軒
下

・住民、事業所、行政の協働の生活支援サービス

（有償ボランティア的要素を含む）

現在は家事支援サービスのみ（シルバー・JA委託）

・個人のボランティア活動として、傾聴ボランティア等

暮らしの備えのために「健康づくり」「介護予防」などを

自身が行うこと。趣味、スポーツ、地域活動等自身が

打ち込める「活動」に取り組むこと。

介護保険や医療保険などの公的保険サービス

高齢者福祉サービス

対象要件が満たせば受けることが出来る。

例）介護用品支給、配食サービス、シニアカー購入助成

向こう三軒両隣の関係のもと、ご近所どおしや世話焼き

さん等の助け合いやまちづくり活動など。

例）サークル、サロン、見守り、各種団体活動

充実・充実・充実・充実・

拡充の拡充の拡充の拡充の

検討検討検討検討

5

シニア活動応援事業について

<概要>

地域住民の互助活動による暮らしを支える新たな取組

みを推進するため、 NPO等による元気な高齢者の活躍の

場を整備するとともに、地域で必要と される生活上の支

援と人材をマッチングする体制を構築する。
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『シニア活動応援検討会の設置』

【構成員】

ボランティア、NPO法人、社会福祉法人、福祉活動団体等の多様な事業主体で生

活支援等活動を行っている者で構成する。

○福祉に従事した職員でかつ地域づくりに関与している者

介護サービス事業者協議会代表、相談支援事業所（障がい分野）相談員、保育

園（子育て分野）、ブランチ事業所（高齢分野）相談員、社会福祉協議会

○地域福祉活動に携わる関係組織・中間支援組織

子育て支援コーディネーター、老人クラブ連合会代表、公民館連合会代表、民生

委員・児童委員協議会代表、高齢者の担い手（かがやき予防塾修了生、家事支

援サポーター等）

○行政職員

副市長、健康福祉部長、南加賀保健福祉センター代表

市庁内ワーキング職員（健康福祉部・市民生活部・総務部・教育委員会）

【実施主体】 加賀市

【回数】 検討会 ９月～２月 計４回開催 視察１回

１．１．１．１．インフォーマルインフォーマルインフォーマルインフォーマル情報情報情報情報

相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口

人材調整・派遣・人材調整・派遣・人材調整・派遣・人材調整・派遣・登録登録登録登録

管理管理管理管理

食生活改善

推進員

老人会

２．２．２．２．人材・団体の発掘人材・団体の発掘人材・団体の発掘人材・団体の発掘

(養成講座養成講座養成講座養成講座の紹介・実施）の紹介・実施）の紹介・実施）の紹介・実施）

加賀市の歴史

を伝えたい

役に立ちたい

登録

加賀市の

歴史を教え

てほしい

家事が難しく

なってきた

シニア活動応援事業と地域とのつながり(イメージ)

人材依頼・

相談

支援

人材調整

家事支援サ

ポーター

シニア活動に関する相談窓口シニア活動に関する相談窓口シニア活動に関する相談窓口シニア活動に関する相談窓口

事務局 NPO法人等

つなぐ

地域の共通課題

・ちょっとした困りごと

・移動手段のこと

・男性参加しやすい拠点づくり

など

地域の共通課題

・ちょっとした困りごと

・移動手段のこと

・男性参加しやすい拠点づくり

など

個別相談の課題

地域の相談窓口地域の相談窓口地域の相談窓口地域の相談窓口・ブランチ職員・相談支援事業所・子育て相談員

つなぐ

バックアップバックアップバックアップバックアップ

(仮称)

地区単位検討会

(仮称)

地区単位検討会

公民館長

民生委員

老人会員

介護事業所

サークル会員
まちづくり

協議会

各相談員

地区社協

市全域検討会

（シニア活動応援検討会）

３．地域で解決できない困りごとの検討・３．地域で解決できない困りごとの検討・３．地域で解決できない困りごとの検討・３．地域で解決できない困りごとの検討・

新たな生活支援サービスの創設新たな生活支援サービスの創設新たな生活支援サービスの創設新たな生活支援サービスの創設

①

②

③

社会福祉協議会
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【事業の内容】

１）インフォーマル情報相談窓口・人材調整・派遣・登録・管理

２）人材・団体の発掘(養成講座の紹介・実施）

３）シニア活動応援事業検討会の定期開催

内 容：①活動及び事業運営について

②身近な困りごとに対してインフォーマル活動のネットワーク

により解決できることの提案や取組報告

※検討会委員の身近な困りごとや課題を出し合い、自分たち個人や

団体の活動としてできることなど解決策やアイデアを出し合う。こ

れらを実践することにより、全体として相乗効果を生み出すような

流れを作りだしていく。

○運営方法：委託

平成２９年夏以降の設置を目指す。

【方向性】

・高齢者の活躍の場・仕組みづくり

・他団体や他事業との連携により地域の支えあい活動の

充実

【設置のメリット】

・高齢者のできること、求めている人のマッチングにより高

齢者の社会参加の推進（生きがい・役割づくり）

・インフォーマル情報の見える化
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